
過去の監査・モニタリングの県担当者のヒアリングの実施 
 
 
１ ヒアリング手法 

  第三者検証委員会委員が下記２の対象者１３名に対し、県庁においてヒアリングを

行った。（ヒアリング時には対象者に当時の監査・モニタリング関係書類を提示） 

 

２ 対象者 １３名 

（１）平成 14 年度に県健康福祉部（障害福祉課及び旧社会福祉課）において調査に行

った者 ５名 

（２）平成 15 年度に県健康福祉部（障害福祉課及び旧社会福祉課）において監査に行

った者 ２名（２名のうち１名は（１）の５名中の１名と同じ者） 

（３）平成 21年度から平成 25年度にかけて君津健康福祉センター監査指導課から監査

に行った者 ５名 

（４）平成 22年度から平成 25年度にかけて障害福祉課において袖ヶ浦福祉センターの

指定管理者モニタリングを担当した者 ２名 

 

３ 実施日 

  ６月５日（木） 

 

４ 検証 

  第三者検証委員会で検証中 

資料７ 


